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1― はじめに

　日本政府は人口や労働力人口が継続し

て減少している中で、長時間労働・残業

などの悪しき慣習が日本経済の足を引っ

張って生産性低下の原因になっていると

考え、最近、働き方改革に積極的な動きを

見せている。2015年には企業及び労働者

が働き方改革に積極的に参加できるよう

に「働き方・休み方改善ポータルサイト」を

開設し、事業主等に対して自社の社員の働

き方・休み方の見直しや、改善に役立つ情

報（働き方・休み方改善指標等）を提供し

ている。また、厚生労働省は、労働時間等

の設定の改善により、所定外労働時間の

削減や年次有給休暇の取得促進を図る中

小企業事業主に対して、その実施に要した

費用の一部を助成する助成金制度を導入・

実施している。

　さらに、安倍首相は働き方改革を「最大

のチャレンジ」と位置づけ、昨年の8月3日

に発足した第3次安倍再改造内閣に「働き

方改革担当相」を新設し、2017年2月1日

現在まで6回にわたり「働き方改革実現会

議」を開催する等、働き方改革の推進に積

極的な動きを見せている。

　今なぜ働き方改革が急速に進んでいる

のだろうか。本稿ではその理由を明確にし

たい*1。

2― 働き方改革が急速に進んでいる
　　　   三つの理由

1｜人口及び労働力人口の減少
　日本政府が最近、働き方改革を進めて

いる一つ目の理由として、日本の人口、特

基礎研レター

に労働力人口が継続して減少しているこ

とが挙げられる。2016年1月1日現在の

日本の人口は1億2,682万人で、ピーク時

の2008年12月の1億2,810万人に比べ

て128万人も減少した。また、労働力人口

も1998年末の6,793万人から2015年

末には6,598万人まで減少している。さ

らに、労働力人口を15～64歳（生産年齢

人口）に限定すると状況はより深刻である。

全人口に占める15～64歳年齢階層の割

合は1920年の58.3%から1992年には

69.9%まで上昇したが、その後は減り続

け、2015年には60.8%で1955年の水準

（61.2%）まで減少した。一方、65歳以上

人口の割合は1920年の5.3%から2015

年には26.7%に大きく増加した。全人口

に占める15～64歳年齢階層の割合の減

少は、生産活動に参加できる人口、つまり

生産年齢人口の縮小を意味する。日本で

は1996年から15～64歳の人口が減少

し始めており、さらに2012年からはその

減少幅が大きくなり、毎年80万人以上の

生産年齢人口が減っている。

　このように少子高齢化が進行し、労働力

人口が減少している中で、企業は労働力を

確保するために、既存の男性正規職労働

者を中心とする採用戦略から脱皮し、女性、

高齢者、外国人などより多様な人材に目を

向ける必要性が生じた。しかしながら、既

存の働き方は、急な配置転換や転勤、サー

ビス残業や仕事が終わってからの上司や

同僚との飲会等に耐えられる男性正規職

労働者に向いており、育児や家事を主に

分担している女性、フルタイム仕事よりは

パートタイム仕事を希望する高齢者、日本

の企業文化に慣れておらず、長時間勤務に

抵抗感がある外国人労働者を活用するた

めには限界があった。そこで、将来の労働

力を確保し、成長戦略を実施するためには

同じ場所で社員皆が長時間働く既存の働

き方を全面的に修正し、社員一人一人の状

況に合わせたより多様な働き方の実現が

要求されることになった。

2｜長時間労働の慣習を改善するため
　働き方改革を推進している二つ目の理

由としては日本の長時間労働がなかなか

改善されていない点が挙げられる。

　図表1は日本の労働者一人当たりの総

実労働時間等の推移を示しており、パート

タイム労働者を含めた労働者一人当たり

の平均総実労働時間は1994年の1,910

時間から2013年には1,746時間に大き

く減少していることが分かる。

 

　しかしながら、パートタイム労働者を除

いた一般労働者（フルタイム労働者）だけ

の平均総実労働時間をみると、2013年に

2,018時間で1994年の2,036時間と大

きく変わっていない。つまり、日本の最近

の労働時間の減少はパートタイム労働者

を含めた非正規職の増加に影響を受けた

可能性が高く、実際に正規職の労働時間
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は大きく変化していない。

　日本政府は長時間労働に対する対策と

して年次有給休暇の取得を奨励している

ものの、有給休暇の取得率もあまり改善

がみられない。図表2を見ると、2014年の

労働者一人当たりの年次有給休暇の取得

率は47.3%で、2004年の46.6%と比べ

て大きな差がなく低水準にあることが分

かる。また、2014年の年次有給休暇の平

均取得日数も8.8日で、2004年の8.6日

と大きく変わっていない。

　このように日本の有給休暇取得率や平

均取得日数が改善されない理由としては、

日本の祝日数が昔に比べて増えたことや、

完全週休2日制*2が少しずつ定着するこ

とにより、労働者の休日数が平均的に増加

したことが考えられるが、より根本的な理

由は有給休暇が取れない又は取りづらい

という職場環境にある。

　厚生労働省が2014年に実施した調査 

によると、回答者の68.3%か有給休暇の

取得に対して「ためらいを感じる」と答えて

おり、その理由（複数回答）として、「みんな

に迷惑がかかると感じるから（74.2%）」

と答えた人が多かった。また、「職場の雰囲

気で取得しづらいから（30.7%）」や「上司

がいい顔をしないから（15.3%）」を有給

休暇の取得にためらいを感じる理由とし

て挙げるなど、多くの労働者が職場の雰囲

気や上司・仲間の視線を意識して有給休

暇を使用していないことが分かる。

3｜ダイバーシティー（多様性）
マネジメントの推進と生産性向上

　働き方改革を推進している三つ目の理

由としては、日本政府が奨励しているダイ

バーシティー（多様性）マネジメントや生

産性向上が働き方改革と直接的に繋がっ

ている点が挙げられる。ダイバーシティー

（多様性）マネジメントとは、個人の性別や

人種、国籍などの違いにこだわらずに優

秀な人材を活用する企業経営方式である。

最近は経済のグロバール化が進むことに

より、様々な環境に対応できる多様な人材

の必要性が高まっている。

　図3はOECD加盟国の労働者一人当た

りの平均年間労働時間と労働生産性の関

係を示しており、両者の間には負の相関が

あることが確認できる。日本は過去と比べ

て労働時間は短くなったものの、労働生

産性は他の国と比べてまだ低い。例えば、

2014年における日本の労働生産性（就業

者一人当たり名目付加価値）は、72,994

ドルで、OECD平均87,155ドルより低く、

OECD加盟国の中でも21位に留まってい

る。不要な残業や休日勤務などが労働生

産性を低くした原因である可能性が高く、

日本政府は働き方の改革を推進すること

により多様な人材を活用することで生産

性を引き上げることを目指している。

 

3― おわりに

　2016年7月の参院選での勝利で、長期

政権への礎をさらに固めた安倍首相は果

敢な労働改革を実施しており、日本政府や

多くの日本企業もこれに同調し速いスピー

ドで改革が進もうとしている。働き方改革

は、非正規労働者の処遇改善、長時間労働

の是正、ワーク・ライフ・バランスの実現、

多様な人材が労働市場で活躍できること

を目指しているものの、企業の立場からは

大きな負担になることもあるだろう。また、

労働の柔軟性や生産性を高める政策が同

時に実施されることにより既存の正規労

働者の雇用安定性は弱まる一方、労働強度

は高まる可能性が高い。働き方改革が生産

性向上や経済成長だけを優先にすると、労

働者の生活の質はより悪化する恐れが高

い。そこで、働き方改革がマクロ的な数値

を引き上げることを優先にするより、労働

者の健康や生活の満足度を優先的に考慮

して実施されることを望むところである。

それこそが働き方改革による弊害を最小

化し、より住みやすい社会の構築に繋がる

「真の働き方改革」であるだろう。

［*1］本稿では、金明中（2016）「曲がり角の韓国経済
第11回 労働者を優先した働き方改革を」東洋経済日
報2016年9月2日を一部引用している。
［*2］「週休2日制」と「完全週休2日制」を区分する必
要がある。一般的に求人広告などに掲載されている
「週休2日制」は、1ヶ月の間に週2日の休みがある週
が1度以上あることである。一方、「完全週休2日制」は、
毎週2日の休みがあることを表す。

05NLI Research Institute REPORT March 2017｜


